
 平成２８年第１２回東京都北区教育委員会定例会 

会 議 月 日 平成２８年１２月１３日（火）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 清 正 浩 靖 委 員 森 岡 謙 二

委 員 森 下 淑 子 委 員 加 藤 和 宣

委 員 檜 垣 昌 子 委 員 渡 辺 敦 子

欠 席 委 員     

事務局職員 教育振興部長 教育政策課長 
（東京オリンピック・パラリンピック教育調整担当副参事）
（教育未来館長） 

 学校改築施設管理課長 学校支援課長 

 生涯学習・学校地域連携課長 教育指導課長 

 教育支援担当課長 飛鳥山博物館長 

 中央図書館長  

 学校適正配置担当部長 学校適正配置担当課長 

 子ども未来部長 子ども未来課長 

放課後子ども総合プラン推進担当副参事 子どもの未来応援担当副参事 

 子育て施策担当課長 保育課長 

 男女いきいき推進課長 子ども家庭支援センター所長 

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ８５号
幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規

則の一部を改正する規則 
承認

２ ８６号
幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則の一部を改正

する規則 
承認

３ ８７号 東京都北区立幼稚園の廃止について 承認

４ ８８号
東京都北区立豊島東児童館の指定管理者の指定につい

て 
承認

５ ８９号
東京都北区立十条台児童館の指定管理者の指定につい

て 
承認

６ ９０号
東京都北区立西ケ原子どもセンターの指定管理者の指

定について 
承認

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

７ ５６号
浮間中学校仮移転に伴う旧西浮間小学校増築校舎の解

体・建設について
了承

８ ５７号
（仮称）東京都北区子どもの貧困対策に関する支援計

画に関する実態調査結果と「中間のまとめ」について
了承

９ ５８号 後援・共催事業に関する報告 了承
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平成２８年第１２回東京都北区教育委員会定例会会議録 

平成２８年１２月１３日（水）１３：３０～ 

清正教育長 

教育指導課長 

清正教育長 

教育指導課長 

それでは、出席委員が定足数に達していますので、会議は成立しています。これよ

り、平成２８年第１２回北区教育委員会定例会を開会いたします。 

日程第１、第８５号議案「幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則の一

部を改正する規則」及び日程第２、第８６号議案「幼稚園教育職員の勤勉手当に関する

規則の一部を改正する規則」を一括して議題に供します。 

事務局から説明をお願いいたします。 

教育長 

教育指導課長 

それでは、私から幼稚園教育職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則及び幼稚園

教育職員の勤勉手当に関する規則の一部改正についてご説明申し上げます。 

委員の皆様方に先日事前に配付させていただきました資料でございますけれども、一

部誤りがございましたので、本日机上に改めて資料を配付させていただいております。

申しわけございません。 

それでは、改正理由から説明させていただきます。本日配付させていただきました資

料をもとにご説明させていただきます。改正理由といたしましては、「幼稚園教育職員

の給与に関する条例」が平成２８年特別区人事委員会勧告の内容に基づき改正すること

が、１２月５日付北区議会で議決され、この改正条例に基づき幼稚園教育職員の初任

給、昇格及び昇給等に関する規則並びに幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則につい

ても改正が必要となったものでございます。 

勧告のポイントでございますが、１１月２８日の臨時会でもご説明させていただきま

したが、本年の勧告では職員の給与月額が民間事業従業員の給与月額を５８４円下回っ

ていたため、格差解消を目的として給料表を改定すること及び民間事業員のボーナスの

支給割合が職員の期末勤勉手当の年間支給月数を０．１２カ月分上回っているため、年

間支給月数を引き上げることとされております。 

３、改正する規則及び改正内容をごらんください。まず幼稚園教育職員の初任給、昇

格及び昇給等に関する規則ですが、これは給料表が改定されたことに伴い、別表３にご

ざいます昇格時対応号給表の改正を行う必要がございます。改正後の規則の施行期日で

すが、付則にございますとおり給料表の改正が平成２８年４月１日に改正されることに

伴い、同様に平成２８年４月１日付で施行するものとして規定しております。 

次に幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規則でございますが、第４条第１項第１号及

び第４条第１項第２号に規定される支給月数を変更いたします。再任用以外の一般職員

の１回の支給月数は「１００分の８５から１００分の９５」。管理職員については「１

００分の１０５から１００分の１１５」に引き上げます。また管理職以外の再任用職員

の支給月数を「１００分の４０から１００分の４５」に、管理職再任用職員の支給月数

を「１００分の５０から１００分の５５」に引き上げます。この改正は公布日から施行
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清正教育長 

清正教育長 

清正教育長 

学校支援課長 

清正教育長 

学校支援課長 

清正教育長 

しますが、平成２８年１２月支給の勤勉手当の基準日が１２月１日でございますので、

改正後の規定は平成２８年１２月１日から適用することを付則に定めております。な

お、今回の改正で引き上げました支給月数で次年度以降支給しますと、６月支給分と１

２月支給分がそれぞれ引き上げられ、引き上げ幅が本年度より大きく増加しますので、

勧告には平成２９年４月１日から引き上げ幅を減らすことも含まれており、この改正に

つきましては、別途提案いたします。 

それでは、ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

説明ありがとうございました。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

でしょうか。 

（質疑・意見なし） 

ありがとうございます。本件に対して特に反対意見はないようですので、本件につき

ましては、原案どおり承認することでご異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することと決定させていただきます。 

次に日程第３、第８７号議案「東京都北区立幼稚園の廃止について」を議題に供しま

す。 

事務局から説明をお願いいたします。 

教育長 

学校支援課長 

第８７号議案「東京都北区立幼稚園の廃止について」ご説明申し上げます。１枚おめ

くりいただき、説明欄をごらんください。 

ほりふな幼稚園を廃止するため提出するものでございます。本年度ほりふな幼稚園は

平成２８年度区立幼稚園園児募集方針に基づく学級編制を行う応募園児数、これは１１

人以上でございますが、これに満たなかったため、４歳児の学級編制は行われず５歳児

のみで幼児教育を実施してまいりました。本年度でその５歳児の幼児教育が終了するこ

とから、ほりふな幼稚園を廃止するものでございます。なお、ほりふな幼稚園廃止後

は、保育園待機児童解消に向けた緊急対策として、堀船南保育園の分園として整備する

予定でございます。 

以上ご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

説明ありがとうございました。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

のでしょうか。 
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清正教育長 

清正教育長 

子ども未来

課長 

清正教育長 

子ども未来

課長 

清正教育長 

清正教育長 

清正教育長 

（質疑・意見なし） 

ありがとうございます。それでは、本件に対し特に反対意見はないようですので、本

件につきましては原案どおり承認することでご異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定させていただきます。 

次に日程第４、第８８号議案「東京都北区立豊島東児童館の指定管理者の指定につい

て」、日程第５、第８９号議案「東京都北区立十条台児童館の指定管理者の指定につい

て」及び日程第６、第９０号議案「東京都北区立西ケ原子どもセンターの指定管理者の

指定について」を一括して議題に供します。 

事務局から説明をお願いします。 

教育長 

子ども未来課長 

それでは日程第４から日程第６の指定管理者の指定につきまして、説明をさせていた

だきます。施設につきましては、豊島東児童館、それから十条台児童館、西ケ原子ども

センターの３施設でございます。１２月５日の本会議におきまして、それぞれの施設に

ついて指定管理者及び指定の期間につきまして、議会の議決をいただきましたので、指

定につきまして、教育委員会のご承認をお願いするといったものでございます。 

なお、詳細につきましては１１月９日の教育委員会定例会におきまして、提出議案に

ついての意見聴取の際に既に説明をさせていただきましたので、本日は省略をさせてい

ただきたいと思います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

説明ありがとうございました。本件につきまして、ご質疑またはご意見はございます

でしょうか。 

（質疑・異議なし） 

ありがとうございます。本件に対し特に反対意見はないようですので、本件につきま

しては、原案どおり承認することでご異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。ご異議ないと認め、本件は原案どおり承認することに決定さ



- 4 -

学校改築施設

管理課長 

清正教育長 

学校改築施設

管理課長 

清正教育長 

清正教育長 

子どもの未来

応援担当副参

事 

清正教育長 

せていただきます。 

次に報告事項に移ります。日程第７、報告第５６号「浮間中学校仮移転に伴う旧西浮

間小学校増築校舎の解体・建設について」、事務局から説明をお願いします。 

教育長 

学校改築施設管理課長 

お手元の資料に基づきまして、ご報告をさせていただきます。 

表紙をおめくりください。まず説明欄でございます。浮間中学校につきましては、隣

の旧西浮間小学校に仮移転をするということで、現在その仮移転場所の整備に入ってい

るところですが、今回ご報告申し上げますのは、旧西浮間小学校の西側に建っておりま

す別棟を一旦解体いたしまして、そこに増築校舎を建てるというものでございます。一

時的に教育財産を撤去して仮校舎を建てるというような工事のスケジュールとなります

ので、ご報告を申し上げるところです。 

解体を行う財産の表示については、①にお示しのとおりでございます。およそ５００

㎡弱の旧別棟を取り壊します。そこに約１，０００㎡ほどの増築校舎を解体後に建てる

というもので、解体の開始時期については年明けの１月を予定しているところでござい

ます。 

以上ご報告させていただきました。 

ご説明ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご質問またはご意見

はございますでしょうか。 

（質疑・異議なし） 

ありがとうございます。それでは、ここで本件に関する報告は終了させていただきま

す。 

次に日程第８、報告第５７号「（仮称）東京都北区子どもの貧困対策に関する支援計

画に関する実態調査結果と「中間のまとめ」」について、事務局から説明をお願いいた

します。 

教育長 

子どもの未来応援担当副参事 
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子どもの未来

応援担当副参

事 

私からは報告第５７号「（仮称）東京都北区子どもの貧困対策に関する支援計画に関

する実態調査結果と「中間のまとめ」」についてご報告させていただきます。 

それでは１枚おめくりいただきまして、委員会資料のほうをごらんください。１の要

旨でございます。こちら「（仮称）北区子どもの貧困対策に関する支援計画」の策定に

ついて、このたび実態調査の結果を受けまして、計画の「中間のまとめ」を取りまとめ

ましたので、ご報告するものでございます。 

続きまして、２の調査結果の内容結果、３の計画の中間まとめについてでございます

が、Ｂ４縦の資料、この（仮称）北区子どもの貧困対策に関する計画中間まとめの概要

というのをごらんいただきたいと思います。こちらに基づいて説明をさせていただきま

す。 

初めに計画の策定についてです。こちら１の計画の策定の趣旨については、お示しの

とおりとなっております。次に計画期間でございますが、平成２９年度からの５年間と

なっております。計画の対象といたしましては、年齢層としては原則１８歳未満の子ど

もとその家庭とし、施策によってはおおむね２０歳未満の子どもとしております。 

次に北区の子どもを取り巻く現状でございますが、国の大綱においても優先的に施策

を講じるよう配慮する必要があるとしております生活保護世帯の子ども、就学援助・児

童扶養手当等の受給者は近年減少傾向にございます。 

次に実態調査についてでございます。今回の調査におきましては、経済的困窮状態に

ある子どもと家庭の状況の把握に当たりまして、国が相対的貧困率を算出する際の基準

としております国の貧困線、こちらは世帯員一人あたりの手取収入が１２２万円という

ものでございますが、こちらをもとにアンケートから得られた所得額等を使用しまし

て、国の貧困線を下回る水準で生活する子どもの割合のほうを算出しております。 

結果でございますけれども、１８歳未満の子どもがいる世帯では８．１％となってお

りまして、人口で換算いたしますとおよそ３，３００人と推計されます。また参考値と

なりますけれども、主にひとり親家庭に支給されております児童育成手当受給世帯では

５５％余となっており、およそ１，９００人と推計されます。また、こちらの実態調査

全体を通じてですが、貧困線を下回る世帯ですとか、ひとり親家庭におきましては、子

どもの自己肯定感や学習意欲、また授業の理解度が低い傾向ですとか、保護者が相談す

る相手がいないなどの社会的孤立の傾向が確認されております。 

続きまして、１枚おめくりいただきまして２ページのほうにお進みいただきたいと思

います。こちらは実態調査等から見えてきた状況ということで、調査結果等から見えて

きました困難を抱える家庭の子どもや保護者の状況を整理しまして、その中から主要な

課題を導き出して課題に対応した七つの施策をというのを設定させていただいていま

す。こちらの各施策につきましては、後ほどご説明させていただきたいと思います。 

続きまして３ページにお進みいただきたいと思います。北区の子どもの貧困対策の基

本的な考え方を記載しております。１の基本目標につきましては、お示しのとおりとな

っております。２の貧困の連鎖の解消のための三つの柱についてでございますけれど

も、基本目標の実現に当たっての施策展開の基本的な考え方として、三つの柱を設定し

ております。こちらに基づき国や東京都と連携を図りながら、貧困の連鎖の解消に向け

た実効性の高い施策を展開するというふうにさせていただいています。 
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なお、各柱の下に記載させていただいている施策が先ほど実態調査等から導かれた課

題から設定した施策を記載させていただいております。 

続きまして、４ページになります。こちらが北区の子どもの貧困対策に関する取り組

みということで、施策の内容を記載してございます。各施策の枠の一番上には施策の方

針、その下左側に取り組みの方向性、また右側に重点検討項目ということで記載させて

いただいています。 

重点検討項目につきましては、今後新規あるいは事業を拡充していきたいと考えてい

る取り組みについて記載しております。その取り組みの時期などにつきましては、予算

編成等の関係もございまして、今後の調整事項ということになってございます。 

それでは、施策の１、乳幼児期の子どもの育ち・成長の支援についてでございますけ

れども、取り組みの方向性といたしましては、乳幼児期の子どもの育ち・成長の支援等

二つの方向性を示してございます。 

次に施策の２、学校教育による学び・成長の支援についてですが、取り組みの方向性

といたしましては、家庭環境や経済状況に左右されない学力保障の推進などの三つの方

向性を示させていただいております。 

次に施策の３、子どもの居場所づくりの推進についてです。こちら取り組みの方向性

といたしましては、困難を抱える家庭の子どもの状況に寄り添った学習支援など、三つ

の方向性を設定しております。 

続きまして５ページのほうにお進みいただきたいと思います。施策の４でございま

す。困難を抱えやすい子ども・若者への支援です。取り組みの方向性といたしまして

は、児童養護施設等を対象とする子どもを応援する取り組みの検討など、二つの方向性

を設定させていただいています。 

次に施策の５、孤立しない仕組みづくりについてです。こちらは取り組みの方向性と

しましては、学校を窓口とした相談支援体制の強化など、四つの方向性を設定しており

ます。 

続きまして、６ページのほうにお進みいただきたいと思います。施策の６でございま

す。保護者の就労・生活支援についてです。取り組みの方向性といたしましては、保護

者の就労支援の推進など三つの方向性を設定しております。 

次に施策の７、地域全体で支えるネットワークの構築についてですが、取り組みの方

向性といたしましては、子どもの貧困の地域の理解を深め、協力を呼びかける取り組み

など、三つの方向性を設定させていただいております。 

続きまして、７ページに進みください。計画の進捗状況の把握についてでございま

す。こちらは計画の進捗や効果を把握するために、ライフステージ等に応じた子どもの

貧困に関する１７の項目の指標を設定しておりまして、その数値の変化を確認すること

で状況を把握し、施策の実施状況や効果を検証してまいります。 

次に計画の推進についてです。計画の進行管理につきましては、北区子ども・子育て

会議において施策の進捗状況や対策の効果等を効果検証し、必要に応じて見直し・改善

を図ってまいりたいと考えております。 

委員会資料のほうにお戻りいただきたいと思います。今後の予定でございますけれど

も、１２月２０日から来年２９年の１月２４日までパブリックコメントのほうを実施さ
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清正教育長 

森岡委員 

清正教育長 

森岡委員 

子どもの未来

応援担当副参

事 

清正教育長 

清正教育長 

教育政策課長 

清正教育長 

教育政策課長 

せていただきます。その後２月に検討会の開催を予定しておりまして、その後教育委員

会、区議会等にパブリックコメントの実施結果と計画案を報告させていただき、３月に

計画の策定、４月に計画の公表を予定しております。 

報告は以上となります。 

ご説明ありがとうございました。 

本件につきまして、ご質疑またはご意見はございますでしょうか。 

教育長 

森岡委員 

７ページの進捗状況の把握で、子どもの貧困に関する１７項目の指標を設定するとい

う説明がありましたが、その１７項目の設定はどこに書いてあるのでしょうか。 

指標についてですが、概要において示させていただいているのが、代表的な指標を記

載させていただいておりまして、１７項目としましては、冊子の本編のほうに記載させ

ていただいています。 

よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか 

（質疑・意見なし） 

それでは、ご質疑、ご意見はないようですので、ここで本件に関する報告は終了させ

ていただきます。 

次に日程第９、報告第５８号「後援・共催事業に関する報告」について、事務局から

説明をお願いいたします。 

教育長 

教育政策課長 

それでは、第５８号議案「後援・共催事業に関する報告」について、ご報告をさせて

いただきます。 

恐れ入りますが、１枚おめくりいただきまして、１ページをごらんください。今回は

記書き以下、名義使用承認報告４件と事業実績報告が４件でございます。 

まず、１件目でございます。事業名が「あすか会作品展」でございます。主催者は、

東京都退職校長会北支部でございます。お示しのとおりの内容で、中央公園文化センタ

ーを会場に行われます。 

２件目でございます。事業名が、「水織ゆみ ３０周年記念リサイタル」。主催者
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清正教育長 

森下委員 

清正教育長 

森下委員 

生涯学習・学

校地域連携課

長 

清正教育長 

生涯学習・学

校地域連携課

長 

が、オフィス・キッチンでございます。お示しのとおりの内容で、北とぴあさくらホー

ルを会場に行われます。 

恐れ入ります、１枚おめくりいただきまして、２ページをごらんください。３件目と

なります。事業名が「北区民踊連盟創立６０年周年記念舞踊大会」。主催者が北区民踊

連盟でございます。お示しのとおりの内容で、北とぴあさくらホールを会場に行われま

す。 

４件目でございます。事業名が「２０１７年 新入学おめでとう大会」。主催者が株

式会社朝日新聞社流通第２部でございます。お示しのとおりの内容で、北とぴあさくら

ホールを会場に行われます。 

以上が、名義使用承認４件の報告のご報告となります。次に事業実績報告でございま

す。３ページの２件及び裏面４ページの２件の合計で４件となっております。後ほどご

高覧いただきたいと存じます。 

私からは以上でございます。 

ご説明ありがとうございました。ただいまの件につきまして、ご質疑またはご意見は

ございますでしょうか。 

教育長 

森下委員 

今ご説明いただいた中の４番目ですけれども、名義使用承認報告の２０１７年新入学

おめでとう大会。昨年とか以前にあったかどうか記憶にないんですけれども、これはど

のような内容を計画されている大会でしょうか。 

教育長 

生涯学習・学校地域連携課長 

こちらのほうは朝日新聞社が企画しているものでございまして、会場となる場所によ

りまして後援名義を申請しているそうでございます。昨年は北区ではなかったのです

が、文京区で実施したと伺っております。今年につきましては、北区の北とぴあを会場

にということで、その会場のあるところの教育委員会に後援名義をお願いしているとい

うものでございます。 

公演の内容につきましては、入学前のお子さんを対象に交通安全のお話ですとか、１

年生になったらという１５分ぐらいの映画を見たり、ドラえもんの人形劇で家族や友達

のかかわりの大切さというものを企画しているということで伺っております。 

以上です。 
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清正教育長 

清正教育長 

よろしいでしょうか。ほかいかがでしょうか 

（質疑・意見なし） 

それでは、ご質疑、ご意見がないようですので、ここで本件に関する報告は終了させ

ていただきます。 

以上で本日の日程全てを終了いたしました。これをもちまして、平成２８年第１２回

教育委員会定例会を閉会させていただきます。ありがとうございました。 


